
 

 

  

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都人材支援事業団指定幹事損害保険代理店 

    ＴＥＬ  0120-518-810 

 

現職でも 退職後でも 安心のサポート 
 

【目 次】 

◆ 社長就任ご挨拶 

◆ ニューエブリのお申込みについて 

◆ 電動キックボード等の自動車保険について 

 

(受付:平日 9:00～17:00) 

活をお送りいただけ 

ますよう、役職員一同、日々努力を重ねて、誠心誠意と取り組んでまいります。 

どうぞよろしく願いいたします。 

 

本年４月に代表取締役社長に就任いたしました手島浩二です。 

新型コロナウィルスの感染法上の分類が 5類に移行し、3年超に及んだ特例な政策対応は

大きな区切りを迎えました。 

この間、新型コロナウイルス感染症による生活スタイルの変化、自然災害の多発化・激甚化、

海外でロシアのウクライナ侵攻に伴う社会情勢の変化とそれに伴う資源高・物価高など、私たちを

取り巻く環境は大きな変化が生じています。 

このような時こそ、困ったことや想定外の事態に備えるための保険が大切であると思っております。 

東京エイドセンターは、都職員・教職員・退職者とそのご家族の皆さまに、優良な保険を割安 

に提供することを通じて、福利厚生の向上に貢献することを目的として、昭和６０年の設立以来

３８年、様々な環境の変化にも対応しながら業務を拡大し、東京都のスケールメリットを活かし

て、皆さまのお役に立てる保険の提供に努めてまいりました。 

今後も、東京都・東京都人材支援事業団・損害保険会社・生命保険会社と連携・協力し

ながら、皆さまの安心できる毎日をサポートして、実りある生活をお送りいただけますよう、役職員

一同、日々努力を重ねて、誠心誠意取り組んでまいります。 

どうぞよろしく願いいたします。 

 

 



 

 

 

「ニュ－エブリ」（団体損害保険）は、日常生活における様々なリスクを４つの安心（傷害保険、医療 

保険、療養給付保険、長期療養給付保険）でカバーします。人材支援事業団会員１4万人のスケール 

メリットをいかした割安な保険料が魅力です。 

募集期間 令和５年６月７日（水）～７月４日（火） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 自分のケガ（傷害保険）はもちろん、自転車事故などで相手にケガをさせてしまった場合（個人賠償 

責任）も補償されます。「自転車保険」の役割をしっかり果たします。 

 

 

 

 

 

【特 長】 

●国内外、就業中・外を問わず、日常生活での急激かつ偶然な、外来の事故によるケガを補償（入院、 

手術、通院、死亡、後遺障害）します。 

●個人が負った法律上の賠償責任を、１億円を限度に補償します。 

 傷害保険のどのコースに加入されても、本人はもちろんご家族も対象に。しかも示談交渉サービス付きです。 

●すべてのコースに「地震補償」「携行品損害」「救援者費用等」がセットされています。 

（一財）東京都人材支援事業団

の募集が始まります!! 
 

あなたの自転車事故への備えは大丈夫ですか？ 

「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が令和２年４月に改正され、 

自転者利用者の保険加入が義務付けられています。一都三県すべてで条例化されています。 

 

 

傷害保険 （団体総合生活保険）      約４3％割安 

 



 

  

   日本国内外を問わず、病気・ケガによる入院や手術等を補償します。 

【特 長】 

●健康告知の内容を簡素化し、加入条件を緩和しています。 

●先進医療を受けたときも補償します。 

●何回でも手術保険金をお支払いします。 

（手術の種類によってはお支払い回数に制限があったり、お支払いの対象とならない場合があります。） 

●入院は１日から補償、外来手術も補償します。 

●新規加入は満７４歳まで、継続は（補償アップ含む）満８４歳まで可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊そのほか、以下の保険や特約をご用意しています。 

保険の種類 主 な 特 長 割引率 

療養給付保険 
(団体総合生活保険) 

病気やケガにより、仕事ができなくなったときに備える保険 
保険金は、就業不能となって 8日目から最長 372日目（１年間）
までお支払い 

約 37% 

長期療養給付保険 
(団体総合生活保険) 

病気やケガにより長期にわたり、仕事ができなくなったときに備える保険 
372日を超えた場合、最長満 65歳になるまで保険金をお支払い 

約 30% 

ホールインワン特約 
(団体総合生活保険) 

ホールインワン・アルバトロス達成時の費用に備える保険 
傷害保険や上記２つの保険の特約として加入可能 

約 37% 

＊以上、概要のご説明です。 

「ニューエブリ」の詳細については、Web いぶきの  

「事業団団体保険のご案内」または東京エイド 

センターのホームページをご覧ください。 
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東京海上日動 ： 団体総合生活保険    

損保ジャパン ： 新・団体医療保険 

●成人病入院保険金ありタイプ 

 三大疾病に加え、糖尿病、高血圧性疾患の場合 

 に入院保険日額が 2倍に。 

 

●三大疾病入院一時金・退院後通院保険金特約 

 両方でもどちらか一方でも追加可能。 

●手術保険金 

 入院中の手術・重大手術で、それぞれ入院保険金  

 日額の 20倍、40倍をお支払い。 

 

●がん外来治療保険金支払特約 

 入院後の通院治療であるかに関わらず、がんの通院 

治療を補償。 

 

 

医療保険 

  

せ 

 

 

 

 

損保ジャパンの特長 東京海上日動の特長 

 

≪お問い合わせ先≫ トータルサポート保険部 ニューエブリ担当 0120-209-810 newevery@aid-center.co.jp 

 

ニューエブリ 検索 

 

https://www.newevery.com/

 

 
 

スマホでアクセス 

引受保険会社 【幹  事】東京海上日動火災保険株式会社 損害保険ジャパン株式会社  三井住友海上火災保険株式会社 
【非幹事】あいおいニッセイ同和損害保険株式会社  

 約３７％割安 

 

mailto:newevery@aid-center.co.jp
https://www.newevery.com/
https://www.newevery.com/
https://www.newevery.com/
https://www.newevery.com/


       

 

令和 5年 7月に「電動キックボード（正式名称は特定小型原動機付自転車）」に関する交通ルール

（道交法）が施行されます。 

現在は、原動機付自転車に区分されています。従って自賠責保険（必須）・自動車保険（任意）の対

象となっています。当然、運転免許証が必要であり、ヘルメットの着用も必須となっています。自動車保険の特

約である「ファミリーバイク特約」の対象にもなっています。 

7 月からは、「特定小型原動機付自転車」という新しい区分となります。大きさや原動機の定格出力・最高

速度・運転者年齢なども定められます。現在との大きな違いは、免許証不要・ヘルメット着用は努力義務・最

高速度時速６Ｋｍ以内で歩行者道路走行可能という点です。詳しくは、新聞やインターネットをご確認願い

ます。多くの皆さまがご利用されるのではないでしょうか。 

今までとは大きく異なるルールが始まりますが、何よりも安全運転が重要であるとともに、万が一に備えた保

険の手当てが必須であることには何ら変わりはありません。そこで、次のとおり仕組みを整理しておきたいと思い

ます。 

 

１．自動車保険（もしくはファミリーバイク特約） 

自動車保険の対象となるのは、道交法上の自動車と原動機付自転車（7月からは特定小型原動機付

自転車も含みます。）です。電動キックボードの対人・対物事故の補償については、自動車保険もしくはファ

ミリーバイク特約で備えておく必要があります。なお、電動アシスト付自転車・シニア（セニア）カー・電動車

椅子等は、道交法上の自動車ではないため、自動車保険に加入することは出来ません。 

 

２．個人賠償責任保険（日常生活賠償責任保険） 

多くの場合、自動車保険や傷害保険の特約として販売されています。 

道交法上の自動車・原動機付自転車以外の交通乗用具、つまり自転車・電動アシスト付自転車・シニア

（セニア）カー・電動車椅子等での対人・対物事故を補償するためには、この個人賠償責任保険（日常生 

活賠償責任保険）が必要です。ニューエブリの傷害保険に加入していれば、「個人賠償責任保険」は全て 

のタイプで付帯されています。免許証不要でも、電動キックボードは自動車です。この保険（特約）を 

付帯していても、電動キックボードでの対人・対物事故は補償されませんので注意が必要です。 

 

自動車保険については、ぜひ東京エイドセンターにお問い合わせください。 

          

≪お問い合わせ先≫自動車保険部 0120-972-722(継続・その他担当) 0120-615-810(新規担当) 
 
 

 

 東京エイドセンターは、環境への配慮からペーパーレス化を目指して、 

エイド通信のメール配信を推進しています。ご賛同いただける方は、 

下記アドレスまでお名前をメール送信願います。 

aidtsushin@aid-center.co.jp 

電動キックボード等の自動車保険について 


